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Column コラム

　11月15日は「七五三」です。男の子
は５歳、女の子は３歳と７歳に、晴れ着
を着て神社・氏神に参拝し無事成長した
ことを感謝するとともに、将来の幸福と
長寿をお祈りする日本伝統の行事です。
　その起源は平安時代とされています。
当時は７歳までは「神の子」とされ、現
世に命がしっかりと定着していない者と
して扱われていたことから、これからの
健康を願って、人生の通過儀礼として３
歳から７歳の間にお祝いが行われるよう
になったと言われています。
　こうした我が子の成長を願う親の思い
は、今も昔も変わらずに脈々と受け継が
れています。私は、そうした思いをこれ
からのまちづくりへと確実につなげてい
きたいと強く思っています。先月の創生
でもお伝えしたとおり、まさに「地域の
宝」である富谷の子どもたちが健やかに
成長できるまちを地域の皆さまとともに
目指していきたいと願っています。
　この思いを胸に、現在具体的な施策を
進めています。先月10月１日からは、子
育て世代の経済的負担の軽減を図るた
め、子ども医療費助成制度の対象年齢を
これまでの「15歳まで」から「18歳まで」
に引き上げました。また、子育て世帯の
「安心感」を醸成するため、わくわく町
民会議で様々な立場の皆さまからのご意
見を参考として、妊娠期から子育て期に
わたる総合的相談や各種支援をワンスト
ップで行う機能を有する「（仮称）富谷町
子育て世代包括支援センター」の設計に
も着手します。
　11月８日（日）、今年も成田公民館にお
いて、子どもが主役の子どもが成長でき
る「とみや子どもまつり」を開催します。
ぜひご家族皆さまでご参加いただき、
「七五三」同様、未来を担う子
どもたちの健やかな成長
を願う機会となればと思
っています。
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市制移行に向けて
準備を進めています

特集②
　町民の皆さんとともに市制移行を盛り上げていくため、
平成28年10月10日までの期間、残りの日数を表す「カウ
ントダウン写真」を募集しています。なお、応募いただい
た写真は町ホームページに掲載します。

応募対象　町内に在住・在勤・在学の個人
　　　　　または団体・グループ
　　　　　（例）学校のクラス、同好会やサークル
　　　　　 　　会社、家族
掲載期間　平成28年10月10日まで
応募方法　 「参加申込書」に必要事項を記載の上、Eメール、

FAX、郵送、持参のいずれかの方法で企画部企
画政策課市制移行・地方創生推進室へ申し込み
ください。参加申込書は、町ホームページから
ダウンロードするか、役場総合窓口、企画政策
課、または各出張所に備え付けのものをご使用
ください。なお、写真の提供については、後日
連絡しますので、申し込みの段階では必要あり
ません。

応 募 先　〒981-3392　富谷町富谷字坂松田30番地
　　　　　企画部企画政策課
　　　　　市制移行・地方創生推進室
　　　　　　   kikakuseisaku@town.tomiya.miyagi.jp
　　　　　　   358-2365

たくさんのご応募お待ちしています！

市制移行カウントダウン写真募集

特集②　市制移行に向けて準備を進めています　　問 企画政策課　市制移行・地方創生推進室（☎358-3248）

■市制に伴い宮城県から移譲される主な事務

1 生活保護の決定および実施、就労自立給付金支
給等の事務

2 障害児福祉手当、特別障害者手当等の受給資格
の認定・支給等の事務

3 社会福祉法人の設立許可、指導監督等の事務

4 助産施設、母子生活支援施設への入所措置等の
事務

5 児童扶養手当の受給資格の認定・支給等の事務

6 母子・父子自立支援員の委嘱、母子家庭自立支
援給付金の支給等の事務

7 家庭児童相談室の設置

8 液化石油ガス器具等の販売事業者に対する立入
検査等の事務

9 騒音に係る環境基準の地域の類型を当てはめる
地域の指定事務

10 自動車の臨時運行の許可等の事務
11 流通業務地区内の施設の建設許可等の事務
12 マンション建替組合等の設立の認可等の事務
13 地域優良賃貸住宅の供給計画の認定

14 史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可等の事
務

■行政サービスの向上や市制移行を見据えて
　既に移譲されている主な事務

1 都市計画施設の区域内の土地等の譲渡の届出の
受理等の事務

2 ガス用品販売事業者への立入検査等の事務
3 電気用品販売事業者への立入検査等の事務
4 墓地、納骨堂および火葬場の経営の許可等の事務
5 専用水道、簡易専用水道に関する事務
6 家庭用品販売業者への立入検査等の事務
7 特定製品販売事業者への立入検査等の事務
8 騒音規制地域の指定等の事務
9 悪臭規制地域の指定、規制基準の設定等の事務
10 振動防止地域の指定、規制基準の設定等の事務
11 特定工場の新設等の届出受理、勧告等の事務

12 特定工場に相当する工場の面積等の変更の届出
の受理

13 特定路外駐車場の設置の届出の受理等の事務

14 土地区画整理事業施行地区内における土地の形
質変更等の許可等の事務

15 特定路外駐車場の設置の届出受理等の事務

16 都市計画決定等のための障害物の伐除の許可等
の事務

富谷町総合計画審議会開催のお知らせ　
■第３回会議　日時　11月5日（木）19:00～　■第４回会議　日時　11月26日（木）14:00～
■会場　役場305会議室　会議は公開制で行いますので、傍聴希望の方は当日会場にお越しください。

富谷町長

若 生  裕 俊


